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Ⅰ．はじめに
1．作成の経緯
　日本輸血・細胞治療学会では，厚生労働省から「血
液製剤使用実態調査（輸血業務に関する総合調査）」を
受託し実施してきた1）～3）．その中で中規模・大規模医療
機関（ここでいう中規模・大規模医療機関の定義はそ
れぞれ病床数 300 床以上 499 床以下，500 床以上）の
輸血管理体制・実施体制は，厚生労働省が示した指針
（血液製剤の使用指針，輸血療法の実施に関する指針）
に則り，整備されてきている状況が示された2）．しか
し，小規模医療機関における輸血管理体制・実施体制
は，厚生労働省が示した指針を規範とすると，不備で
あると言わざるを得ない状況であった2）．さらに詳細な
検討により，小規模医療機関の中でも，特に 100 床未
満病院，診療所，また病院外（在宅や介護施設など），
外来における輸血の実施状況には，厚生労働省が示し
た指針では対応困難な状況があることも分かった4）．そ
こで，日本輸血・細胞治療学会では，2015 年 6月にガ
イドライン委員会の下部組織として，「小規模医療機関

（在宅を含む）における輸血ガイドライン策定タスク
フォース」を組織し，小規模医療機関における輸血管
理体制・実施体制の整備に向けた事業を開始した．

2．作成委員
1）国立研究開発法人日本医療研究開発機構

（AMED）研究開発事業「さらなる適正使用に向けた，
血液製剤の使用と輸血療法の実施に関する研究」
　代表研究者　松下　正　名古屋大学
　COI 開示；奨学寄付金（日本血液製剤機構（一社），
化学及血清療法研究所（一財），CSLベーリング（株），
日本製薬（株））；講演料等（化学及血清療法研究所（一
財），日本製薬（株），バクスター（株））
2）日本輸血・細胞治療学会ガイドライン委員会
　委員長　松本雅則　奈良県立医科大学輸血部
　COI開示；奨励寄付金（中外製薬（株），旭化成（株））
3）小規模医療機関（在宅を含む）における輸血ガイ
ドライン策定タスクフォース
　委員長
　北澤淳一　青森県立中央病院臨床検査部

1）青森県立中央病院臨床検査部
2）弘前大学医学部附属病院輸血部
3）東京都立墨東病院輸血科
4）虎の門病院輸血部
5）金沢医科大学血液免疫内科学
6）山形県立中央病院血液内科
7）福岡県赤十字血液センター
8）山梨県赤十字血液センター
9）金沢赤十字病院検査部
10）山形県赤十字血液センター
11）青森県立中央病院
12）奈良県立医科大学医学部附属病院輸血部
13）名古屋大学医学部附属病院臨床検査部・輸血部
14）日本輸血・細胞治療学会ガイドライン委員会小規模医療機関（在宅を含む）輸血ガイドライン策定タスクフォース
15）日本輸血・細胞治療学会ガイドライン委員会
〔受付日：2017 年 8 月 25 日，受理日：2017 年 9 月 5 日〕
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　COI 開示；なし
　副委員長
　玉井佳子　弘前大学医学部附属病院輸血部
　COI 開示；なし
　委員
　大本英次郎　山形県立中央病院血液内科・輸血部
　COI 開示；なし
　立花直樹　青森県立中央病院
　COI 開示；なし
　藤田　浩　東京都立墨東病院輸血部
　COI 開示；なし
　正木康史　金沢医科大学血液内科
　‌�COI 開示；奨学寄附金（帝人ファーマ（株），協和
発酵キリン（株），大正富山医薬品（株））
　牧野茂義　虎の門病院輸血部
　COI 開示；講演料（日本血液製剤機構）
　小田秀隆　福岡県赤十字血液センター
　COI 開示；なし
　中村　弘　山梨県赤十字血液センター
　COI 開示；なし
　オブザーバー
　二木敏彦　金沢赤十字病院
　COI 開示；なし
　黒田　優　山形県赤十字血液センター
　COI 開示；なし
4）分担した役割及び任命
　作成委員およびオブザーバーにより 1つ 1つの項目
を検討・議論し，全体を統括する委員長，委員長を補
佐する副委員長を設置した．委員は2015年6月の日本
輸血・細胞治療学会理事会で任命された．

3．作成方法
　厚生労働省「血液製剤の使用指針」5）・「輸血療法の実
施に関する指針」6）・「血液製剤等に係る遡及調査ガイ
ドライン」7），厚生労働省「血液製剤使用実態調査（輸
血業務に関する総合調査）」（日本輸血・細胞治療学会
受託）1）～4）等に基づき，当タスクフォースが原案を作成
した．その後，学会理事運営委員会での協議を経て，
本学会及び関連学会等関係者に意見を求めた．なお，
今回の検討では，科学的根拠を示すことはできていな
いため，ガイドラインという言葉を用いず「ガイド」
という名称を用いた．

4．公開と改訂
　本ガイドは，日本輸血細胞治療学会誌と同学会ホー
ムページ8）で公開する．また輸血医療の状況に応じて改
訂を行う予定である．

5．資金と利害相反
　ガイドの作成のため，委員会開催，専門家による内
容の討論に関して，日本輸血・細胞治療学会ガイドラ

イン委員会，国立研究開発法人日本医療研究開発機構
（AMED）研究開発事業「さらなる適正使用に向けた，
血液製剤の使用と輸血療法の実施に関する研究」より
資金提供を受けた．本ガイドの内容は特定の営利・非
営利団体，医薬品・医療機器企業などとの利害関係は
なく，作成委員は利益相反の状況を日本輸血・細胞治
療学会に申告している．

6．委員・オブザーバー以外の協力者
　やまおか在宅クリニック　山岡憲夫　院長
　（全国在宅療養支援診療所連絡会メーリングリスト）
　宮崎医院　宮崎　仁　院長
　（日本プライマリ・ケア連合学会会員メーリングリ
スト，TFCメーリングリスト）
　あおぞら診療所　川越正平　院長
　（日本在宅医学会HP及び会員メーリングリスト）
　総合診療専門医輸血研修プログラム検討タスク
フォース
　（宮崎仁，太田博，田中朝志，熊川みどり，佐川公
矯，入田和男，北澤淳一；日本輸血・細胞治療学会，
日本プライマリ・ケア連合学会）（敬称略，順不同）

Ⅱ．在宅赤血球輸血ガイド
1．対象疾患
　（1）慢性疾患（血液・悪性疾患，腎疾患，消化器疾
患，通院困難で在宅療養中の貧血等）．
　（2）終末期病態（個々の患者状況による）．
　＊急性出血性疾患は原則として在宅輸血の適応外9）．
　＊輸血でquality of life（QOL）の改善が見込める状
態かどうかを，在宅での輸血にあたってあらかじめ検
討する．

2．条件
　（1）原則として，今回輸血が必要となった病態に対
しての輸血歴があり，重篤な有害事象がなかったこと
が確認されていること9）．在宅輸血を行う施設が，血液
型，臨床的意義のある不規則抗体の検査等の結果，ま
た，輸血の際の記録（輸血前の検査，輸血中の状況，
輸血後に関しての記録，有害事象の有無とその対応方
法，などが記載されている用紙のコピー）等の情報の
提供を受けていること．
　（2）輸血以外の方法により病態を改善させる治療法
がない場合．
　（3）輸血によって重大な有害事象を引き起こす可能
性が高い疾患を有しておらず，安定した病状である（不
安定狭心症やNYHA III 以上の心不全ならびに，乏尿
傾向のある腎機能障害，あるいは，循環負荷に耐えら
れない腎機能障害などの循環過負荷の要因となる疾患
及び強度のアレルギー体質などの場合は在宅輸血を避
ける）．

日本輸血細胞治療学会誌　第63巻　第 5号 665



　（4）原則として，患者に意識があり，協力的で，身
体症状に適切に応答できること9）．
　（5）在宅輸血を行った医師や看護師が患者宅を退出
したのちも患者宅に滞在し，患者を看守ることができ
る「患者付添人」がいること10）．ただし，血液製剤の
管理等の特殊性に鑑み，抜針等は，医師・看護師（訪
問看護師を含む）等が行う必要がある．
　（6）在宅輸血を実施する主治医，訪問看護ステーショ
ン，訪問看護師，その他に24時間連絡が取れる状態に
あることが望ましい．また，それらの者はケアマネ
ジャーも含めて在宅医療を実施している多職種間（連
携近隣病院も含む）での連携体制を構築することが望
ましい．
　（7）在宅輸血を実施する場合，基幹病院との連携が
必要な場合があり，輸血手帳（東京都11），広島県12））の
ような情報提供ツールの利用が望ましい（市販されて
おらず，ホームページよりダウンロード・印刷して利
用可能）．
　（8）在宅輸血を実施する場合，主治医と看護師，訪
問看護ステーション，ケアマネジャー等の在宅輸血に
関与する多職種による在宅輸血カンファレンスの実施
が望ましい．

3．インフォームド・コンセント（説明と同意）
3.1　通常の輸血に加えて，説明と同意が必要な項
目10）12）13）

　（1）在宅輸血を行う理由：慢性貧血であり，輸血に
よって緩和的効果・QOLの改善が期待される場合．
　（2）在宅輸血に伴うリスク．
　（3）医療スタッフ以外の患者へ付添う者（患者付添
人）の必要性：患者付添人に関する同意（輸血後も患
者の看視ができ，病状変化時には適切に対応できる成
人（患者家族など））．
　（4）有害事象発生時の患者付添人の対応方法．
　（5）患者付添人が，在宅輸血に協力できること．
　（6）同意撤回の自由（在宅以外の輸血療法選択ある
いは在宅輸血療法中止の自由）．
　（7）輸血後数時間を経てから発症する有害事象があ
ること，その対応方法（在宅医療支援チームへの連絡
方法を含む）．
3.2　説明書・同意書（日本輸血・細胞治療学会ホー
ムページ8）に掲載）
　本ガイドの付図表に，当タスクフォースで検討・作
成した説明書・同意書（図 1　輸血に関する説明と同
意書，図 2　在宅輸血に関する説明と同意書）を掲載

図 1　輸血に関する説明と同意書（在宅赤血球輸血）
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した．
4．実施すべき検査
4.1　血液型検査15）

　（1）ABO血液型ではオモテ検査とウラ検査を実施す
る．
　（2）RhD血液型検査を実施する．
　（3）2回の異なる機会に採取した血液検体で検査を
実施する．
4.2．不規則抗体検査
　（1）前回輸血から 3日以上経過している場合には，
不規則抗体スクリーニング検査を実施することが望ま
しい（診療報酬上，頻回に輸血を行う場合にあっては，
1週間に 1回を限度として，所定点数を加算する．頻
回に輸血を行う場合とは，週 1回以上，当該月で 3週
以上にわたり行われるものである）．
　（2）間接抗グロブリン試験による検査を行う15）．
　（3）検査実施者は，年に1～2回程度の検査実習研修
（一般社団法人日本臨床衛生検査技師会主催の研修会
（各地区技師会の主催を含めて）等）に参加し，検査技

術の維持に努めることが望ましい．
　（4）自施設で実施できない場合には，衛生検査所（検
査センター等）の外部委託，近隣中核病院への検査を
依頼する（現状では近隣病院での実施については認め
られていない）．
4.3　交差適合試験
　（1）輸血実施前には，1週間以内に採血された患者
血液と，血液製剤のセグメント血液を用いた交差適合
試験主試験を実施する15）．
　ただし，3カ月以内の輸血歴を否定できない場合は
3日以内に採血された血液検体が望ましい．
　（2）間接抗グロブリン試験による検査を行う15）．
　（3）検査実施者は，年に1～2回程度の検査実習研修
（一般社団法人日本臨床衛生検査技師会主催の研修会
（各地区技師会の主催を含めて）等）に参加し，検査技
術の維持に努めることが望ましい．
　（4）自施設で実施できない場合には，衛生検査所（検
査センター等）の外部委託，近隣中核病院への検査を
依頼する（現状では近隣病院での実施については認め

図 2　在宅輸血に関する説明と同意書（在宅赤血球輸血）
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られていない）．
4.4　輸血感染症対策
　（最低限，4.4.1，4.4.4，4.4.5 は実施すべきである）
4.4.1　輸血前検体保管5）7）

　輸血後に発症する有害事象，未知・既知の輸血後感
染症についての原因検査等を目的として，輸血前 1週
間程度の間に採取した血清（または血漿）を 2ml 程
度，－20℃以下で，3カ月以上可能な限り（2年間を目
安に）保管する．
4.4.2　輸血前ウイルスマーカー検査
　（1）輸血実施前に輸血後肝炎を発症するウイルス感
染症の有無を検査しておくことは，受血者が輸血に
よって感染したことを証明できる唯一の方法であり，
感染症に罹患した場合の生物由来製品感染等被害救済
制度利用のための必須検査項目である．
　（2）HBs 抗原，HBs 抗体，HBc 抗体，HCV抗体，
HCVコア抗原検査を行う5）7）．
　（3）必要に応じてヒト免疫不全ウイルス感染マー
カー検査（HIV1/2 抗体）を行う5）7）．
　（4）輸血前に検査用検体を採取し，輸血実施を確認
してから検査を実施する．
4.4.3　輸血後検体保管
　輸血後に発症する有害事象，未知・既知の輸血後感
染症についての原因検査等を目的として，輸血後 3カ
月程度に採取した血清（または血漿）を 2ml 程度，
－20℃以下で，3カ月以上可能な限り（2年間を目安
に）保管する5）7）．
4.4.4　輸血後ウイルスマーカー検査
　（1）輸血実施後 3カ月程度の時期に下記検査を実施
する5）7）．
　（2）HBV DNA，HCVコア抗原検査を行う5）7）．
　（3）必要に応じて，ヒト免疫不全ウイルス感染マー
カー検査（HIV1/2 抗体）を行う5）7）．
　（4）新鮮凍結血漿は，採取後6カ月間，血液センター
において貯留保管されたのちに供給されている．同一
ドナーから採取された赤血球，血小板製剤において，
輸血後に何らかの感染症が発症した場合には，貯留保
管されている新鮮凍結血漿を除外することが可能と
なっている（近年でもHCV，HIV感染症で実例が存
在する）．
　（5）輸血によるウイルス感染症はウィンドウ期を排
除できないため，輸血後検査はドナーの安全性を証明
することができる最も確実な検査のうちの1つである．
4.4.5　使用済み輸血バッグの保管7）

　（1）輸血後に細菌感染症が発症した場合，その原因
が輸血用血液製剤か否かを確認するために使用済み輸
血バッグの保管が重要となる．
　（2）使用済み輸血バッグは輸血セットを装着したま

ま，施設の針刺し事故予防策に則って針を処理し（リ
キャップをしない），さらに血液が漏れないように工夫
し，ビニール袋等に入れて，輸血実施医療機関におい
て 1週間程度保冷庫に保存しておくことが望ましい．
4.4.6　使用済み輸血バッグの廃棄
　輸血実施医療機関において，感染性医療廃棄物とし
て，各施設でとり決められた方法により廃棄する．
4.4.7　自施設で検査を実施できない場合に検査を依
頼する衛生検査所の条件
　（1）血液型検査，不規則抗体スクリーニング検査，
不規則抗体同定検査が実施できる体制にあり，外部精
度管理（日臨技，CAPサーベイ等）を実施しているこ
と，ISO15189 認定を取得していること．
　（2）交差適合試験については，適切な外部精度管理
はないが，年間に適切な回数の検査を実施している実
績を有すること．
4.4.8　ウイルスマーカー検査の注意点5）7）

　ウイルスマーカー検査は，「医師が感染リスクを考慮
して，感染が疑われる場合に」実施することと記載さ
れている．すなわち，既往歴，入院時検査等から，B
型肝炎ウイルス，C型肝炎ウイルス，ヒト免疫不全ウ
イルスへの感染歴がある場合など，輸血後感染症とし
て感染を考慮する必要がない場合は，該当するウイル
スマーカー検査は実施項目から除外する．

5．患者付添人10）

　（1）輸血前から輸血開始後 1時間は少なくとも医療
従事者（看護師など）1名が同席することに加え，輸
血開始時から輸血後数時間（可能であれば翌日）まで
観察を担当する医療従事者以外の成人（患者家族な
ど：患者付添人）が同席することを必須とする9）．
　（2）輸血が終了し医療従事者が帰宅した後も輸血有
害事象は起こりうるので，連絡方法と有害事象の詳細，
対応方法に関する情報提供を患者付添人に実施する9）．
　（3）患者付添人は，可能であれば，輸血翌日まで患
者宅に在宅して患者の様態を観察できることが望まし
い．
　（4）5.（1）で示した時間を超えて輸血が実施され，
一時的に患家を退席する場合でも，医師または看護師
は有害事象発生時の処置に対応できる範囲内で移動す
ること．

6．血液製剤注文時の注意5）6）

　（1）輸血療法が必要な状態であることを再度確認す
る．
　1）患者氏名の確認．
　2）検査結果の確認．
　3）‌�「血液製剤の使用指針」5），日本輸血・細胞治療

学会「科学的根拠に基づく赤血球輸血ガイドラ
イン」15）に記載されている輸血の適応となる基
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準値（トリガー値）を参考とする．
　4）‌�臨床的意義のある不規則抗体を保有する場合

は，対応する赤血球抗原陰性の赤血球製剤を依
頼する．

　（2）血液製剤投与量を決定する．
　日本赤十字社作成「輸血用血液製剤一覧」16）の利用が
簡便である．
　（3）血液製剤が納品され，患家に搬送を開始するま
での間，当該医療機関内で製剤を適正に保管するため
には，温度管理可能な保冷庫を使用する必要がある．
適切な温度管理とは，最低温度・最高温度の確認が可
能な温度計の設置等により，適した保管状態であった
ことを確認し，記録することである．輸血療法の実施
に関する指針を参考に，製剤の保管管理については温
度管理（2～6℃）17）に注意する．
　（4）医療機関から患家に血液製剤を搬送する場合，
輸血療法の実施に関する指針6）を参考に，製剤の保管管
理については温度管理（2～6℃）17）に注意する．

7．輸血の実際17）18）

　（1）有害事象発生時の対応方法，緊急連絡先，医師
の同席可能時間と退席後の連絡先を確認する．
　（2）患者の確認：血液製剤を割り付けられた患者と
実際に輸血する患者が同一人物であることを確認する．
　（3）血液製剤の確認：血液型・交差適合試験の検査
結果，製造番号，製剤名称・規格，最終有効年月日，
放射線照射の有無，を医療従事者 2名で確認（交互復
唱）して相違ないことを確認し，また外観に異常がな
いことを確認する．

　（4）検査結果の再確認：輸血する必要があるかない
かを再度確認する．
　（5）血液製剤に応じた輸血セットを準備する．
　1）‌�赤血球製剤用輸血セットのメッシュが入ってい

る濾過点滴筒は 2/3 以上を赤血球液で満たす．
　2）‌�ルート確保に用いることが可能な輸液剤は生理

食塩液のみである．
　（6）輸血前に患者確認（確認すべきバイタルサイン：
体温，脈拍，血圧，酸素飽和度）．
　（7）輸血速度：開始 10～15 分間は 1ml/分，その後
は患者の状況に応じて 5ml/分まで速度を上げること
ができる．
　（8）輸血実施中の有害事象の有無の観察
　1）‌�輸血開始後5分間は患者のそばにいて容態を確

認する．
　2）‌�輸血開始後 15 分後に患者容態を観察し異常の

有無を確認して記録する．
　3）‌�輸血前，開始 5分後，15分後，その後は適宜，

終了時または有害事象発現時にバイタルサイ
ンを確認し記録する．

　4）‌�輸血開始後に観察または患者が訴えることが多
い症状は，以下の通り18）～20）：発熱，悪寒・戦
慄，熱感・ほてり，そうよう感・かゆみ，発
赤・顔面紅潮，発疹・蕁麻疹，呼吸困難，嘔
気・嘔吐，胸痛・腹痛・腰背部痛，頭痛・頭重
感，血圧低下，血圧上昇，動悸・頻脈，血管
痛，意識障害，赤褐色尿（ヘモグロビン尿），
その他．

表 1　輸血時に観察される有害事象としての症状

症状 説明

 1 発熱 輸血開始後，38 度以上に上昇した場合，輸血前から発熱している場合は輸血開始後に 1度以上の上昇が認め
られた場合

 2 悪寒・戦慄 寒い感じ，体の震え感
 3 熱感・ほてり 体が熱い又は火照った感じ
 4 搔痒感・かゆみ 体がかゆい，またはかゆい感じ
 5 発赤・顔面紅潮 膨隆を伴わない皮膚の赤い皮疹，顔面が赤くなった場合
 6 発疹・じんましん 膨隆を伴った皮疹
 7 呼吸困難 努力性呼吸などの呼吸困難，チアノーゼ喘鳴などの症状，SpO2 の低下などが見られた場合
 8 嘔気・嘔吐
 9 胸痛・腹痛・腰背部痛
10 頭痛・頭重感
11 血圧低下 輸血開始後，収縮期血圧が 30mmHg以上の低下を認めた場合
12 血圧上昇 輸血開始後，収縮期血圧が 30mmHg以上の上昇を認めた場合
13 動悸・頻脈 どきどきとした感じ，成人の場合は脈拍数が 100 回/分以上の上昇した場合，小児に関しては対象年齢による

頻脈の定義に従う
14 血管痛
15 意識障害，意識低下 意識消失などの場合
16 赤褐色尿（血色素尿）
17 その他

日本輸血・細胞治療学会HPより一部修正して記載
http://yuketsu.jstmct.or.jp/wp-content/themes/jstmct/images/medical/file/side_effect/Ref15-2.pdf
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　5）‌�輸血開始後早期～6時間以内に診断される重篤
な有害事象は以下の通り18）～20）：血液型不適合
輸血，アナフィラキシーまたは重症アレルギー
反応，ショック，輸血関連循環過負荷
（TACO），輸血関連急性肺障害（TRALI）．

　6）‌�輸血関連有害事象の判定基準を表 1に示した．
　（9）有害事象への医療従事者の対応．
　1）‌�輸血を中止する（クレンメを閉じるが，抜針は

せず，ルートは確保したままにする）．
　2）‌�ルートのできるだけ体に近い位置から，生理食

塩液の輸液を開始する．
　3）‌�医師の指示により，適切な対応を行う．
8．診療録への記載について5）6）

　（1）血液製剤を発注するにあたっては，輸血を必要
とする状況であること，血液製剤選択の根拠，輸血量
の決定の根拠について，診療録に記載する．
　（2）輸血前の患者観察，輸血中の実施記録，輸血後
の患者の状態，輸血効果の確認（臨床症状の推移，血
液検査の結果）について，診療録に記載する．
　（3）血液製剤番号，輸血開始時間，輸血終了時間，
を診療録に記載する．
　（4）医薬品医療機器等法（薬機法）に基づき，血液
製剤使用の記録は 20 年間保管する義務がある．

9．輸血後
　（1）担当の医療従事者の緊急時連絡先を家族，本人
に明示する．
　（2）輸血終了後，医療従事者が患家を離れてから翌
日までに現れる有害事象にも注意が必要．重篤な有害
事象は下記の通り18）～20）：アレルギー，呼吸困難，細菌
感染，輸血関連急性肺障害（TRALI），輸血関連循環
過負荷（TACO）．
　（3）輸血終了後 1日～3カ月後までに現れる有害事
象にも注意が必要．重篤な有害事象は下記の通
り18）～20）：細菌感染，輸血後紫斑病，遅発性溶血性輸血
副作用（DHTR），肝機能障害，ウイルス感染症，移植
片対宿主病（GVHD）．

10．まとめ
　このガイドは在宅における輸血療法のガイドとなる
初版である．在宅療法を実践している諸兄が輸血療法
を実施する際に参考となる内容と自負している．しか
し，現状に完全に応えることができるとは考えておら
ず，今後，関係諸氏のご意見により改訂を加えていく
予定である．ご意見は，学会事務局までお寄せいただ
ければ幸いである．本ガイドで示した輸血療法チャー
トを図 3，要旨を図 4に示した．

図 3　チャート図（平成 29 年 4 月 18 日作成）

在宅輸血療法チャート 在宅輸血の対象か？ 医療機関での輸血、または
輸血以外の治療を選択

過去に輸血歴があるか？

いいえ
はい

あり

初回輸血を医療機関に依頼

なし

文書を用いた説明と同意取得
（輸血に関する同意書・在宅輸血に関する同意書）

初回輸血を医療機関で終了

あり

患者の状態の再確認、輸血に必要な検査

□ 患者Hb値
□ ABO血液型（オモテ検査・ウラ検査）
□ RhD血液型
□ 不規則抗体検査（間接抗グロブリン法）

適切な製剤・単位の注文

□ 輸血患者氏名
□ 検査結果に適合した製剤
□ 製剤種類・単位数
□ 最終有効期限（使用予定日より長いこと）患者採血

交差適合試験主試験（間接抗グロブリン法）製剤の適切な管理・保管

納品

在宅輸血

搬送 適合確認

診療録に記載

在宅輸血実施は
手順書（ガイド）参照

輸血以外の治療選択
なし

過去に重篤な有害事象はなかったか？在宅輸血の適応
を再考慮

なし
あり

輸血が必要な状態である

□ 輸血前検体（血清or血漿）保管
□ 輸血前ウイルスマーカー検査

輸血約3か月後
□ 輸血後検体（血清or血漿）保管
□ 輸血後ウイルスマーカー検査

赤血球製剤の
保管温度は2～6℃

輸血が推奨される
検査値は「血液製
剤使用指針」（平成
29年3月改訂又は

その後の最新版）
を参照

輸血が必要な状態
ではない
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11．Q&A

11.1　血液型検査は 2回必要か？
　血液型検査に過誤があると，患者に対する血液型不
適合輸血の原因となる．そのため，血液型の確定には
細心の注意が必要である．採血時・検体作成時の過誤
防止目的での 2回の検査実施が必須である．また，1
回の検査においても，判定における過誤を防止するた
め，同じ検体を用いて 2名による検査を実施し，その
結果が同一であることを確認する必要がある．
11.2　血清保管は 2年間以上必要か？
　血液製剤等に係る遡及調査ガイドライン（改定版）
には，「輸血前後の検査を実施していない場合には，輸
血後に発症する有害事象，未知・既知の輸血後感染症
についての原因検査を目的として，輸血前に採取した
血清（または血漿）を 2ml 程度，－20℃以下で，3カ
月以上可能な限り（2年間を目安に）保管することと
し」，「検査を実施している場合であっても，検査の疑
陽性結果，潜在ウイルスの活性化等の有無を確認する

ため，受血者の再検査を行うことがあるため保管して
いる検体があれば提出」と記載されている．また「特
に，輸血前検体保管については，輸血による感染か否
かを確認する上で非常に重要になるため，輸血前に感
染症検査が実施された場合であっても必ず保管するこ
と．」と記載されている．保管期間は上記の通り2年間
が目安とされている．
11.3　医療従事者は輸血実施中，常に同席している
必要があるか？
　訪問看護師が患者宅に在宅可能な時間は，診療報酬
上，1時間，長くても 1時間半（90 分）である．在宅
輸血対象者には，ゆっくりとした速度で輸血を実施す
ることが多く，1時間または 1時間半では輸血が終了
しないことのほうが多い．そのため，輸血開始後 1時
間は看守りを必須とし，輸血終了時の抜針までの間は，
連絡が取れ，急行できる範囲での活動をせざるを得な
いと考えられる．

図 4　要約
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11.4　輸血の抜針の担当者はだれか？
　基本的には，医師又は看護師が実施すべきである．
家族を指導して抜針を実施させる場合，針刺し事故防
止，感染管理対策，止血管理，患者管理の観点から，
十分な教育が必要であるが，そのような教育を実施し
ていることを証明できなければ，抜針を実施させるべ
きではない．厚労省が委託し，日本輸血・細胞治療学
会が実施している輸血業務・輸血製剤年間使用量に関
する総合調査（平成28年 2月実施）の結果からは，多
くの病院外輸血において，抜針は医師又は看護師が実
施しているという回答が多く，医療従事者以外の抜針
との回答は 10%以下であった．
11.5　在宅輸血カンファレンスとは？
　在宅患者を担当している多職種が集まるカンファレ
ンスにおいて，当該患者が輸血を必要とする状態にあ
ること，在宅でなければ実施できないこと，輸血後に
見られる有害事象に関する情報共有（どのような症状
が発現するか，発症時の対応方法・連絡方法）などに
ついて，共有する．
11.6　輸血関連検査の委託は可能か？ 
　指針には，「輸血療法を実施する施設で輸血に関する
検査を実施する必要がある」と記載されている．しか
し，必須と考えられる検査のうち，血液型検査におけ
る「ウラ検査」，不規則抗体スクリーニング検査・交差
適合試験における間接抗グロブリン試験などは，十分
な経験を有する検査技師または医師が実施すべきであ
るが，年間輸血回数が少ない施設では検査を実施する
設備を持つことは難しく，また実施件数が少なければ
検査結果の信頼性に問題がある．厚労省が委託し，日
本輸血・細胞治療学会が実施している輸血業務・輸血
製剤年間使用量に関する総合調査の結果が示すよう
に，100 床未満の多くの施設で，実際には委託検査会
社と契約して実施している．
11.7　近隣病院への輸血関連検査の実施依頼は可能
か？
　実際には，系列病院検査室で検査を実施している状
況もある．しかし，系列でない場合，近隣病院で検査
を実施することは，現状ではできない．なぜなら，現
在の診療報酬上は，患者が受診していない病院で患者
に診療報酬を請求することはできないからである．し
かし，医療資源の状況を考えると，将来的には，地域
の中核病院を中心とし，検査実施も含めて協力し合え
る輸血療法ネットワークなどの地域連携が必要と考え
られる．
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